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・総人口は今後も減少が続くと予測され、年少･生産年齢

人口が減少する一方、老年人口は増加が見込まれている 
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１１））策策定定のの目目的的                          

都都市市計計画画ママススタターーププラランンはは、、市市民民のの暮暮ららしし

やや産産業業のの基基盤盤ととななるる土土地地利利用用やや道道路路、、上上下下水水

道道、、公公園園ななどどのの整整備備、、維維持持管管理理ののあありり方方ななどど

今今後後のの「「ままちちづづくくりり」」にに関関すするる基基本本的的なな方方針針

をを定定めめるるももののでですす。。  

総総合合計計画画ななどどのの上上位位計計画画やや、、ままちちづづくくりりにに

関関すするる現現状状･･課課題題をを踏踏ままええてて、、ままちちづづくくりりのの将将

来来像像をを描描きき、、ここれれをを実実現現すするるたためめのの方方針針やや方方

策策をを示示すすももののでで、、関関連連計計画画のの指指針針ととななりりまますす。。  
 

２２））経経過過とと計計画画期期間間                     

本本計計画画はは平平成成2222年年1111月月にに初初めめてて策策定定しし、、

当当初初設設定定ししたた計計画画期期間間満満了了にに伴伴いい、、令令和和３３年年

度度かからら令令和和 1122 年年度度ままででのの 1100 年年間間をを新新たたなな

計計画画期期間間ととししてて改改定定をを行行いいままししたた。。 
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・安曇野市土地利用基本計画  ・安曇野市立地適正化計画 

・安曇野市地域公共交通網形成計画 ・安曇野市道路整備推進計画 

・安曇野市交通安全計画 ・安曇野市水道ビジョン 

・安曇野市下水道事業経営戦略 ・安曇野市緑の基本計画 

・安曇野市景観計画 ・安曇野市環境基本計画 

・安曇野市地域防災計画 ・安曇野市農業振興整備計画書 

・安曇野市工業振興ビジョン ・安曇野市観光振興ビジョン 

・安曇野市地域福祉計画･地域福祉活動計画            等 

 

１１））人人口口動動態態                            ３３））様様々々なな視視点点でで捉捉ええたた懸懸念念やや課課題題                            

①①  環環境境･･景景観観･･土土地地利利用用 

・将来の人口動態や多様な居住ニーズへの対応 

・低未利用地の増加 
 

②②  交交通通網網  

・重点的、効果的かつ効率的に進める道路整備計画

の必要性 

・生活道路における交通の円滑化への対応 

・広域交通や物流の円滑化への対応 

・公共交通機関の充実･利用促進の必要性 
  

③③  生生活活基基盤盤  

・田園環境の暮らしやすさに対する市街地の魅力の

明確化 

・田園や里山の生活文化を支える人材やコミュニテ

ィの維持継承 
 

④④  産産業業･･観観光光 

・新たな事業所用地の不足（企業の進出ニーズへの

迅速な対応） 

・観光資源でもある農地の保全 
 

⑤⑤  防防災災 

・様々な自然災害への対応 

・密集市街における建築物の老朽化 

・避難場所の不足･避難施設の老朽化 

・緊急輸送路の不足 

 

 

 

 

２２））ままちちのの成成りり立立ちち                            

・古くから市内各所に集落

が散在、それらが徐々に

拡大 
 

・南北に複数の幹線道路や

鉄道が発達 
 

・駅などを中心にして大規

模な集落や市街地が形成 
 

かつての集落分布と現在の交通網 

安安曇曇野野市市総総合合計計画画 

（平成 30 年３月改） 

安曇野市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

安曇野市人口ビジョンン  
 

安曇野市人口ビジョン［第２版］を基に作成 
総人口･年齢区分別人口の推移 

社人研に準拠した推計 

１都市計画マスタープランとは 

 

２まちづくりに関する現状と課題 ～市民の声を踏まえて～ 

 

かつての集落分布 

（昭和 22 年） 

主な道路 

鉄道 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

３まちづくりの将来像 

 
１１））目目標標像像                                                                        

美美ししいい山山岳岳とと豊豊かかなな田田園園、、そそのの良良ささににひひかかれれてて暮暮ららすす人人･･訪訪れれるる人人、、そそのの環環境境をを

活活かかしし、、働働くく人人等等、、外外かからら人人がが多多くく集集ままるるここととでで発発展展ししててききたた本本市市はは、、いいままああるる良良

好好なな環環境境をを大大切切ににししななががらら、、活活かかしし育育てててていいくく「「発発展展のの好好循循環環」」ををここれれかかららもも継継続続

ででききるるままちちをを目目指指ししまますす。。  

山山岳岳とと田田園園がが育育むむよよささをを大大切切ににしし、、  

暮暮ららししややすすささををみみんんななでで共共有有･･継継承承ででききるるままちち  
  

働きたいと思えるまち 
行ってみたいまち 

商商工工業業･･観観光光のの  

振振興興とと育育成成 

住みよいまち 
暮らしてみたいまち 

 

良良好好なな住住環環境境のの  

形形成成･･育育成成 

美しい山岳と豊かな田園 
に支えられたまち 

農農地地のの保保全全  

農農業業のの育育成成  

良
好
な
環
境
を
保
ち
な
が
ら
、
こ
の
地
で
暮
ら
し
た
い
人
や
産
業
を

適
正
に
受
け
入
れ
、
で
き
る
限
り
人
口
減
少
の
抑
制
を
図
り
ま
す 

将
来
人
口
の
あ
り
方 

２２））基基本本方方針針                                                                      
ままちちづづくくりりにに関関すするる現現状状･･課課題題、、ままちちづづくくりりのの目目標標像像、、将将来来人人口口ののあありり方方をを踏踏まま

ええ、、ままちちづづくくりりのの基基本本方方針針及及びび将将来来目目指指すすままちちのの基基本本構構造造をを次次ののととおおりり定定めめまますす。。  
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基
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方方針針１１  雄雄大大なな山山岳岳景景観観とと豊豊かかなな田田園園風風景景をを未未来来にに継継承承ででききるるままちちづづくくりり  

・・良好な景観や自然環境への配慮、法令等による適正な保全 
 

・・自然環境の有する多面的な機能の上手な活用 
 

方方針針２２  都都市市機機能能のの秩秩序序ああるる集集約約とと有有機機的的なな連連携携にによよるる持持続続可可能能ななままちちづづくくりり 

・・拠点市街への居住人口の集約と拠点市街間での都市機能の相互補完関係の構築 
 

・・まちづくりの骨格となる交通基幹軸の強化（災害時対応力の向上） 

 

方方針針３３  産産業業のの継継続続的的なな発発展展をを持持続続ででききるるままちちづづくくりり  

・・整備予定を含む幹線道路等の有効活用と景観や農業との調和が両立できる企業誘致 
 

・・大規模な事業用地ニーズに対する適正な対応（指針に沿った用地確保と立地誘導） 

 

方方針針４４  安安全全でで安安心心ししてて快快適適にに過過ごごせせるるままちちづづくくりり  

・・想定外の自然災害にも適応可能な安全なまちづくり（ハード･ソフト両面からの対応） 
 

・・公共交通の利便性と歩行者･自転車の通行安全性･快適性の向上 

方方針針５５  各各地地域域･･地地区区のの個個性性をを活活かかししてて魅魅力力をを引引きき出出すす協協働働ののままちちづづくくりり  

・・地域主体又は地域内外の多様な主体と連携して取り組むまちづくりの実践活動の推奨 
 

・・地域･地区の魅力を引き出す協働のまちづくりの推進 

 



１１））土土地地利利用用のの方方針針                          

既既存存のの都都市市基基盤盤やや低低未未利利用用地地のの有有効効活活用用をを

重重視視しし、、５５つつのの拠拠点点市市街街へへのの都都市市機機能能のの集集約約

とと各各市市街街のの特特性性をを活活かかししたたままちちななかかのの魅魅力力創創

出出をを図図るるととととももにに、、田田園園やや山山麓麓･･山山間間部部のの良良好好

なな環環境境のの保保全全をを図図りりまますす。。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２））都都市市施施設設整整備備のの方方針針                           

安安全全性性やや利利便便性性のの確確保保、、良良好好なな環環境境･･景景観観のの

保保全全にに配配慮慮しし、、自自然然ののももつつ多多様様なな機機能能のの活活用用

やや多多様様なな主主体体ととのの連連携携･･協協働働もも重重視視ししてて、、必必要要

なな都都市市施施設設のの整整備備やや維維持持･･更更新新をを図図りりまますす。。 

【【住住宅宅系系用用途途】】  
●拠点市街や計画的に整備された住宅団地等への

居住の誘導 
・都市的な利便性や快適性を享受できる市街地への居住 

の集約 

・駅や計画的に整備された住宅団地等を核にした比較的 

規模の大きな集落内への宅地誘導 

●環境の保全と調和、コミュニティの維持･継承に資する

居住に限定した受け入れ（田園、山麓･山間部） 
・一定のまとまりを有する集落内又はその縁辺部に限定 

した新たな宅地の受け入れ 

・良質な樹林の保全や土砂災害等の危険性に配慮し、静け

さや保養的環境を乱さない住宅等に限定した受け入れ 
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４土地利用及び都市施設整備の方針 

 

【【レレ    
 

●多面的機  

地の確保 
・公園･緑地  

・既存の公園  

・公園･緑地  
 
●いまある  
・堰や河川な  

の水辺、山 

山間部の樹  

地など良好  

既既存存のの都都市市機機能能ののまま    

暮暮ららししややすすささのの魅魅力力   

【【道道路路･･交交通通】】  
 

●質の高い道路網の構築 
・まちづくりの骨格となる基幹軸（南北軸、

東西軸、循環軸）の幹線道路の整備促進 

・都市計画道路の見直しと未整備都市計画道

路及び松本糸魚川連絡道路の整備促進 

・安全に通行できる歩道や自転車道の整備 

・混雑する交差点の改良 

・狭隘な生活道路への通過交通の流入回避 

・円滑に通行できる物流経路の確保 
 

●広域交通のネットワーク機能の強化 
・松本糸魚川連絡道路から市内へのアクセス

道路の整備、新たに必要な高規格道路整備

の具体化促進 

・鉄道による大都市圏との接続性の改善 

・空港への利便性の高い交通アクセスの検討 
 

●公共交通の利便性の向上 
・２路線 11 駅の鉄道利用の促進（パーク＆

ライドの促進など） 

・バス利用の促進（市バスの定時定路線の再

検討など） 

 

 

 

【【レレククリリ    
●多面的機  

地の整備 
・公園･緑地  

・公園施設の  

・多様な主体 

 アルの促進  

●いまある  
 と保全 

・良好な水辺 

の保全･活 

・良好な森林 

の保全･活 

  

●快適で安 

 築･機能 
・良好な環境 

 見どころの  

・安全かつ快  

の創出  

・散策路の利 

 施設整備等 

 

 
 

拠点市街地 

産業集積地 

観光資源の集積地 

田園（農地と集落） 

 

山麓･山間部（森林） 

 

 

南北軸 

東西軸 

循環軸 

鉄道 

 駅、高速道路 I.C. 

本庁舎 

 

○○１戸当たりの敷地面積が広く、建

物周りが緑化され、周囲の景観や

環境との調和のとれた住宅開発 

××農地の真ん中や、既存の市街･集

落の縁辺部や沿道に延びていく

無秩序な住宅開発 



【【工工業業系系用用途途】】  
●一定の都市基盤が整う産業集積地周辺への新た

な工場、事業所等の誘導･集約 
・計画的に整備された既存の産業団地や工業団地等の産 

業集積地内への優先的な誘導 

・良好な景観や営農環境と調和のとれる範囲で、既存の 

工場等の周辺部における必要に応じた受け入れ 

●企業のニーズに応じた新たな産業用地の確保へ

の迅速かつ弾力的な対応 
・良好な環境や景観への配慮、既存のインフラの活用や 

高速道路等へのアクセス性、法令との整合など市の考え

方（指針）に見合い、周辺住民の理解の得られる場所へ

の誘導 

 
 

【【商商業業･･観観光光系系用用途途】】  
●地域資源を活かし、市街地や観光地としての魅

力を高める商業施設の誘導 
・歴史的･文化的資源や空き店舗･空き地等の低未利用地 

を活かした魅力的な個店の誘導 

●身近に必要な店舗や広域的な集客を見込む大規

模施設の適正な受け入れ 
・身近に必要な店舗は、各地域･地区の特性や居住形態に

見合った規模で、配置のバランスがとれた誘導 

・大規模な施設は、周辺住民の理解や、環境や景観との 

調和、都市基盤の整備状況等を踏まえた立地判断 

・西山山麓部の観光資源が集積するエリアでは、保養地 

としての魅力向上に資する商業施設の適切な立地誘導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  エエーーシショョンン空空間間･･環環境境】】  
 能を有する身近な公園･緑 

     ･活用 
  の計画的な整備 

  適切な維持管理と長寿命化 

  の参画による利活用やリニュー

アルの 

 良好な自然環境の有効活用 
   

      環境

境     用 

      環境 

境     用 

 

  全な散策ネットワークの構 

     強化 
  や資源をつなぐ散策動線の設定

 保全･活用･整備 

  適な散策路の設定及び散策空間 

     

  便性の向上や利用促進のための 
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  ととままりり（（市市街街地地、、集集落落、、産産業業団団地地ななどど））へへのの集集約約重重視視のの土土地地利利用用  

  をを高高めめ、、産産業業のの発発展展をを支支ええるる都都市市施施設設整整備備 

【【そそのの他他のの生生活活基基盤盤】】 
  

○上水道施設 
・送水施設･配水施設の適切な維持管

理による上水の安定供給 

・既設管や給水拠点配水池の耐震化、

老朽管の布設替えの実施 

・定期検査による安全な水質の保持 

○下水道施設 
・ストックマネジメントによる計画的

な施設の整備 

・既設下水道の利用の普及促進 

・適切な維持管理による汚水処理 

・下水汚泥のリサイクルの促進 

○その他の公共公益施設 
・新ごみ処理施設の適正運用と焼却熱

の有効活用 

・将来の人口動態等をふまえた、適正

規模への施設改修に向けた対応 

・穂高広域施設組合と連携した一般廃

棄物の最終処分に関する検討 

・各地域の交流学習施設の活用促進 

・福祉施設の適正な立地誘導 

親水機能を高める河川整備 

【【防防災災･･減減災災、、災災害害対対応応】】   

 

●災害リスクに応じた防災･減災対策 
・地震災害･火災対策（活断層位置等の考慮、

狭隘道路の解消、耐震改修の促進など） 

・水害対策（浸水想定区域の考慮、内水氾濫

対策の強化など） 

・土砂災害（土石流･地すべり･がけ崩れ）対

策（土砂災害警戒区域の考慮など） 
 

●災害リスクや対応関連情報の共有と 

活用 
・最新の災害リスク情報の収集･分析･活用 

・多様な手段による災害時の対応関連情報の

周知･共有 
 

●災害後の対応力の強化 

・避難場所の適正な配置･必要な規模の確保 

・避難施設の機能

の強化 

・緊急輸送路など

物資輸送や人々

の往来を支える

交通機能の強化 
災害時の避難･復旧の拠点施設の整備 

○○沿道のにぎわいを生み出し、商店

街や市街地としての魅力を高め

る開発や空間整備  

××地域住民への十分な情報提供や話

し合いの機会がなく、まちづくり

の考えにも合わない大規模開発 

○○既存の都市基盤を有効に活用で

きる工業団地等適正な場所にお

ける新たな産業用地の整備 

××廃棄物の野積み等、土地の荒廃や

周辺環境に悪影響を及ぼす行為

や開発 
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５まちづくりの全体構想 ～20年後を見据えて～ 

主として住宅系用途を誘導する区域 

主として商業系用途を誘導する区域 

主として工業系用途を誘導する区域 

 

 

 

利用者ニーズに応じて整

備の充実を図る観光･レ

クリエーションの拠点 

各地域の行政サービスの

核となる支所 

 

 

交通の結節点としての機

能強化を図る駅または高

速道路 I.C. 

 

 

●効果的･重点

的な防災･減

災対策 
・密集市街地におけ

る建物･施設の耐

震化、公園緑地の

整備など防災機

能の強化 

・河川堤防など治水

市内交通の南北の骨格として機能強化を図

る路線（南北軸） 

 

 

 

 

市内交通の東西の骨格として機能強化また

は新規整備を図る路線（東西軸） 

 

 

 

 

本庁舎を中心に、東西南北の路線を介して、

５つの拠点市街をつなぎ、市全体の都市機

能の補完･連携を図る路線（循環軸） 

 

 

 

 
広域交通の基幹軸として有効活用する路線 

 

 

 

観光･レクリエーション拠点をつなぎ、歩行

者や自転車が安全･便利で、美しい景観を満

喫できる路線（回遊軸） 

 

 

 

 

地域区分 
 

 

「地域高規格道路」として新規整備が予定

されている路線（南北軸） 

 

 

 

集積する観光資源の相互の連携により、

一体的な魅力形成を図るゾーン 

 

 

 

都市機能の集積･拡張を図り、将来的に市

街地を形成するゾーン 

 

 

 

河川や湧水がつくり出す水辺空間の有効

活用を図り、安曇野の水文化の拠点とし

て育てるゾーン 
 

 

 

 

工場等の集積･拡張を図り、産業立地の核

とするゾーン 

 

 

 

 

山麓の良好な森林空間や温泉等の資源を

活かし、観光･保養空間としての質を高め

るゾーン 
 

 

 

 

山林の保全及び散在する観光資源の有効

活用を図るゾーン 

 

 

 

北アルプスに通じる山岳地帯の自然環境

の保全を図るゾーン 
 

 

 

 

良好な営農環境や田園に調和した集落の

維持･継承を図るゾーン 
 

 

 

 
市全体の行政サービスの

中核となる本庁舎 

 

 

2200 年年後後をを見見据据ええてて、、ままちちづづくくりりのの目目標標  

ととななるる全全体体構構想想をを示示ししまますす。。  

〔〔北北東東部部地地域域〕〕  

〔〔北北西西部部地地域域〕〕  

  

  

〔〔中中部部地地域域〕〕  

  

  

〔〔南南部部地地域域〕〕  
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６地域別のまちづくり構想 ～各地域の特色･資源を活かして～ 

 
前前ペペーージジにに示示すす地地域域区区分分にに基基づづきき、、地地域域ごごととのの目目標標像像及及びび基基本本方方針針をを次次ののととおおりり定定めめまますす。。  

【【南南部部地地域域】】  
松松本本市市へへのの近近接接性性やや市市街街地地内内のの都都市市施施設設をを  

活活かかしし、、居居住住性性にに優優れれたた地地域域づづくくりり  
  

①①  土土地地利利用用のの方方針針 
・・平坦地で比較的大規模なまとまり

のある田畑、南西の傾斜地に展開

している果樹園など優良な農地の

保全  

・・農地への無秩序な宅地の拡散抑制  

・・居住需要に応えるための新たな住 

宅団地の計画的な整備、適正な場所への開発誘導  

・・市街地内における用途の混在回避  

・・市街地の居住機能の向上に資する駅周辺への商業店舗の誘

導･集約  

・・道路等の都市基盤が整う既存の産業団地等の拡張 
 

②②  都都市市施施設設整整備備のの方方針針 
・・市街地内の複雑な道路形状の改良  

・・松本方面に通じる交通量の多い主

要幹線道路（県道梓橋田沢停車場

線や広域農道など）の歩道･自転

車道の整備･改良  

・・鉄道利用の促進を図るための駅 

（中萱駅、一日市場駅、梓橋駅）周辺の整備、乗換機能の

強化（駐車場や駐輪場の整備など） 

・・それぞれに特色を有する大規模公園（豊科南部総合公園、

三郷文化公園、室山公園）の機能強化 

【【中中部部地地域域】】  
都都市市機機能能のの集集積積をを活活かかしし、、住住むむ人人、、働働くく人人、、  

訪訪れれるる人人のの多多様様ななニニーーズズにに応応ええらられれるる地地域域  

づづくくりり  
  

①①  土土地地利利用用のの方方針針 

・・良好な田園風景（大規模な優良農

地や屋敷林のある集落）の保全  

・・市の中心的な業務地区として、本

庁舎、県安曇野庁舎、警察署、消

防署、総合病院、近代美術館等の

公共施設が集中しているエリア

への都市機能の集積  

・・防災機能の強化や賑わい創出を図るための密集市街地にお

ける土地区画整理や街路整備等の事業の促進  

・・既存工場の拡張や新たな事業用地の確保に際しての迅速な

対応と環境への配慮との両立 
 

②②  都都市市施施設設整整備備のの方方針針 
・・本庁舎を核に、業務地区としての

機能や利便性の向上に資する道

路の整備･改良  

・・通勤･通学の主要な動線となる道路

の安全性向上のための整備･改良 

・・安曇野 I.C.、豊科駅など来訪者の玄関口となる空間の魅力

を高めるための整備 

・・災害時における主要な緊急輸送路の機能強化 

・・市街地内の生活に身近な公園･緑地の整備  

【【北北西西部部地地域域】】  
安安ららぎぎののああるる森森林林空空間間、、歴歴史史･･文文化化のの香香りり漂漂うう

雰雰囲囲気気をを活活かかしし、、観観光光･･交交流流のの魅魅力力ににああふふれれるる

地地域域づづくくりり  
  

①①  土土地地利利用用のの方方針針  
・・西山山麓の森林保全と観光･保養

のための有効活用  

・・幹線道路沿いなど郊外への開発の

拡散防止  

・・市街地内の空地や農地への計画的

な開発誘導による土地利用の促

進（無秩序な宅地開発の抑制） 

・・良好な環境を求める業種業態（企業の研究･開発部門等）

のニーズにも対応できる産業用地の確保 

 

②②  都都市市施施設設整整備備のの方方針針 
・・交通が集中する市街地内の幹線道

路における移動の円滑化･安全性

の向上のための整備･改良  

・・良好な景観や各所に点在する観光

資源を安全･快適に回遊して楽し

むことができる動線の整備  

・・観光拠点となる駅等における情報提供機能の強化 

・・市街地居住の魅力の向上や防災に資する機能の充実した 

公園･緑地の整備 

【【北北東東部部地地域域】】  
ききれれいいなな水水やや変変化化にに富富んんだだ地地形形をを活活かかしし、、  

水水辺辺やや森森林林のの魅魅力力とと親親ししめめるる地地域域づづくくりり  
  

①①  土土地地利利用用のの方方針針  
・・森林･河川の自然環境や平坦地に

広がる優良な農地の保全  

・・土砂災害や水害など災害の危険性

等の立地条件をふまえた計画的

な宅地誘導 

・・駅を中心とした市街地への商業店

舗の集約、田園地帯の良好な景観

と調和しない沿道店舗の立地抑制 

・・既存の工業団地における工場集積の維持、地域資源を活用

した新たな産業用地の確保 
 

②②  都都市市施施設設整整備備のの方方針針 
・・「東の玄関口」となる明科駅周辺

の整備による交通拠点機能の強

化  

・・地域の基幹軸となる国道 19 号の

歩道整備、交通が集中する交差点

の改良  

・・各所に点在する観光施設やレクリ

エーション施設等へのわかりや

すい案内･誘導  
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７計画の進め方 

 

 

  

 

◆都市計画マスタープランの本編につきましては、安曇

野市のホームページからご覧いただけます。 

→https://www.city.azumino.nagano.jp/ 
  
◆まちづくりに対するご意見･ご提言は、郵送、FAX、 

E メールなどで随時受け付けています。 

安曇野市 都市建設部 都市計画課 
 

〒399-8281 

長野県安曇野市豊科 6000 番地 

電話：0263-71-2246 FAX：0263-72-3569 

メール：toshikeikaku@city.azumino.nagano.jp 

 

Do 

実 行 

・個別計画への反映 

 

・具体的な事業展開 

 

・制度運用での活用 

Check 
評価 

Action 

改善 
 

行行  政政  協協  働働  市市民民等等  

 

都市計画 

審議会 

・都市計画基礎調査 

その他関連調査や

各種統計データの

把握、アンケート

も含めた分析 

・まちづくりに関す

るアンケートへの

協力 

・公募委員などでの

参画 

・まちづくりへの関

心や意識の醸成 
 

・主体的かつ実践的

な取り組み 

 

 
 

定
期
又
は
必
要
に
応
じ
た
随
時
の
改
定 

Plan 
計 画 

安曇野市都市計画マスタープラン 

まちづくりの方向性の共有 

（将来像や構想） 

計画の見直し 

（課題整理･改善方策の検討） 

本本計計画画ははＰＰＤＤＣＣＡＡののササイイククルルでで、、ままちちづづくくりりにに関関すするる個個別別計計画画へへのの反反映映をを図図りりななががらら、、地地域域住住民民をを

ははじじめめ NNPPOO、、企企業業ななどどとと連連携携･･協協働働ししてて、、多多様様なな主主体体をを巻巻きき込込みみななががらら、、実実践践的的なな取取りり組組みみをを進進めめるる

ここととがが重重要要でですす。。そそのの過過程程でで、、ままちちづづくくりりにに関関連連すするる調調査査やや市市民民等等のの意意向向のの把把握握･･分分析析をを行行いい、、社社会会

情情勢勢のの変変化化ももふふままええてて、、定定期期的的にに計計画画をを見見直直しし、、継継続続的的にに改改善善ししてて、、そそのの実実効効性性をを担担保保ししてていいききまますす。。  


